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【出典元】
高濃度乳房について （平成30年３月31日 ）
平成29年度 厚生労働行政推進調査事業費補助金 厚生労働科学特別研究事業 
「乳がん検診における乳房の構成（高濃度乳房を含む）の 適切な情報提供に資する研究」班





 





災害用井戸の取組状況について



災害時協力井戸標識 災害時協力井戸の家標識



亀岡市家庭用取水施設等整備事業費補助金交付要綱（抜粋） 

 

(補助対象者) 

第 3 条 補助対象者は、補助対象地域に居住する個人又は補助対象地域内で共同利用

により飲用水等の取水施設等を整備する代表者であって、次の各号のいずれにも該当

しないものとする。 

(1) 過去においてこの要綱によるもののほか同様の補助又は公共事業等の施行に伴

う補償を受けた者であって、その補助又は補償を受けた年度の翌年度から起算し

て 10 年を経過していないもの 

(2) 他人の土地に取水施設等を整備する場合において、当該土地の所有者の承諾が

得られない者 

(3) 個人にあっては、市税を滞納している者 

2 前項第1号の規定にかかわらず、災害等により既設の水源(井戸、山水等)が枯渇し、

汚染し、又は破損した場合において、市長が必要と認めるときは、補助対象者とする

ことができる。 

 

(補助対象経費) 

第 5 条 補助対象経費は、新設工事又は更新工事(修繕工事を除く。)に係る費用であっ

て、次に掲げるものとする。 

(1) ボーリング工事費(打ち抜き工事及び素掘り工事を含む。) 

(2) 取水管工事費 

(3) ポンプ設置工事費 

(4) 貯水タンク設置工事費 

(5) ろ過設備工事費 

(6) 消毒設備工事費 

(7) 電気導線工事費 

(8) 給水開始前の水質検査費 

(令 2 告示 39・一部改正) 

 

(補助金の額) 

第 7 条 補助金の額は、個人の施設にあっては補助対象経費の 3分の2 以内(ただし

100 万円を限度とする。)とし、共同利用の施設にあっては補助対象経費の 3 分の 2

以内(ただし 300 万円を限度とする。)とする。 

2 前項の規定により算定した補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。 
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